
10広報まつまえ 平成２６年２月号

平成２６年度
町・道民税申告受付日程表

受付時間会　　場地　区月日（曜日）

９：３０～１５：３０茂 草 町 内 会 館茂草２月１３日（木）

９：３０～１５：３０静 浦 町 内 会 館静浦２月１４日（金）

９：３０～１５：３０小島地区基幹集落センター赤神２月１７日（月）

９：３０～１５：３０清部生活改善センター清部２月１８日（火）

９：３０～１５：３０原 口 老 人 憩 の 家原口２月１９日（水）

９：３０～１５：３０パートナーシップランド
江良１区２月２０日（木）

江良２区２月２１日（金）

９：３０～１５：３０館浜生活改善センター館浜２月２４日（月）

９：００～１１：３０荒 谷 寿 の 家荒谷
２月２５日（火）

１３：００～１６：００上川生活改善センター上川

９：００～１１：３０月 島 福 祉 の 家月島
２月２７日（木）

１３：００～１６：００博 多 町 内 会 館博多

９：００～１１：３０ふれあい交流センター松城・唐津
２月２８日（金）

１３：００～１６：００札前生活改善センター札前

９：３０～１５：３０白 神 寿 の 家白神３月３日（月）

９：３０～１５：３０大 沢 老 人 憩 の 家大沢３月４日（火）

９：３０～１５：３０朝 日 寿 の 家朝日３月５日（水）

９：３０～１５：３０大 磯 町 内 会 館大磯・愛宕３月６日（木）

９：３０～１５：３０小島地区基幹集落センター小島地区３月７日（金）

９：３０～１５：３０パートナーシップランド大島地区３月１０日（月）

９：３０～１５：３０漁 民 セ ン タ ー弁天・建石３月１１日（火）

９：３０～１５：３０町 民 総 合 セ ン タ ー

豊岡３月１２日（水）

福山・全町３月１３日（木）

全町３月１４日（金）

全町３月１７日（月）

　申
告
に
必
要
な
も

申
告
に
必
要
な
も
のの

　
申
告
す
る
方
は
、
次
の
書
類

な
ど
を
忘
れ
ず
に
持
参
し
て
く

だ
さ
い
。

◆
印
鑑
（
口
座
に
使
用
し
て
い

る
も
の
）

◆
口
座
番
号
の
わ
か
る
も
の

◆
平
成
　
年
中
の
収
入
が
わ
か

２５

る
伝
票
、
源
泉
徴
収
票
、
領

収
書
、
賃
金
精
算
書
、
収
支

決
算
の
帳
簿
な
ど

◆
国
民
健
康
保
険
証
、
そ
の
他

社
会
保
険
料
な
ど
の
支
払
額

が
確
認
で
き
る
も
の

◆
医
療
費
控
除
を
受
け
ら
れ
る

方
に
つ
い
て
は
、
病
院
・
薬

局
に
支
払
っ
た
領
収
証
。

　
　
な
お
、
医
療
費
の
明
細
を

記
入
す
る
用
紙
を
役
場
及
び

各
支
所
の
窓
口
に
備
え
て
い

ま
す
の
で
、
必
ず
ご
記
入
の

う
え
、
持
参
し
て
く
だ
さ
い
。

◆
生
命
保
険
料
・
地
震
保
険
料

払
込
証
明
書
、
社
会
保
険
料

（
国
民
年
金
保
険
料
）
控
除

証
明
書
な
ど

※
確
定
申
告
書
の
用
紙
が
税
務

署
よ
り
送
付
さ
れ
た
方
に
つ

い
て
は
、
受
付
会
場
に
持
参

し
て
く
だ
さ
い
。

2月13日～ 

 　3月17日

申
告
は
、
税
金
を
算
出
す
る
う
え
で
大
切
な
資
料
と
な
り
ま
す
。

忘
れ
ず
に
申
告
す
る
よ
う
に
し
ま
し
ょ
う
。
各
地
区
で
の
受
付
は
、
左
表
の
と
お
り
で
す
。
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 申
告
の
必
要
の
な
い
方
　

 

　
平
成
　
年
中
の
所
得
が
給
与

２５

だ
け
の
方
で
ほ
か
に
収
入
が
な

く
年
末
調
整
を
し
て
い
る
方

 申
告
を
し
な
い
場
合
　
　

 

　
申
告
に
よ
っ
て
、
事
業
専
従

者
、
扶
養
者
、
社
会
保
険
料
、

生
命
保
険
料
な
ど
の
各
種
の
控

除
が
あ
り
ま
す
が
、
申
告
を
し

な
い
場
合
は
、
こ
れ
ら
の
控
除

も
な
く
、
逆
に
「
不
申
告
に
関

す
る
過
料
」
を
課
せ
ら
れ
る
場

合
も
あ
り
ま
す
の
で
注
意
し
て

く
だ
さ
い
。

 所
得
税
還
付
金
の
口
座
　

 

　
所
得
税
還
付
金
の
受
け
取
り

を
金
融
機
関
（
銀
行
、
信
金
、

郵
便
局
な
ど
）
に
す
る
こ
と
が

で
き
ま
す
の
で
、
ぜ
ひ
ご
利
用

く
だ
さ
い
。

 復
興
特
別
所
得
税
　
　
　

 

　
平
成
　
年
か
ら
平
成
　
年
ま

２５

４９

で
、
復
興
特
別
所
得
税
（
　
％
）

２.１

を
所
得
税
と
併
せ
て
申
告
・
納

付
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

 記
帳
・
帳
簿
書
類
の
保
存
を
 

　
平
成
　
年
１
月
か
ら
、
個
人

２６

で
事
業
や
不
動
産
貸
付
な
ど
を

行
う
全
て
の
方
は
記
帳
と
帳
簿

書
類
の
保
存
が
必
要
で
す
。

○
対
象
と
な
る
方

　
個
人
の
白
色
申
告
者
の
う
ち
、

事
業
所
得
、
不
動
産
所
得
又
は

山
林
所
得
を
生
ず
べ
き
業
務
を

行
う
全
て
の
方
（
所
得
税
及
び

復
興
特
別
所
得
税
の
申
告
の
必

要
が
な
い
方
も
対
象
）

○
記
帳
す
る
内
容

　
売
上
げ
な
ど
の
収
入
金
額
、

仕
入
れ
や
経
費
に
関
す
る
事
項

に
つ
い
て
取
引
の
年
月
日
・
売

上
先
・
仕
入
先
そ
の
他
の
相
手

方
の
名
称
、
金
額
、
日
々
の
売

上
げ
・
仕
入
れ
・
経
費
の
金
額

な
ど
を
帳
簿
に
記
載
し
ま
す
。

○
帳
簿
書
類
の
保
存

　
収
入
金
額
や
必
要
経
費
を
記

載
し
た
帳
簿
の
ほ
か
、
取
引
に

伴
っ
て
作
成
し
た
帳
簿
や
受
け

取
っ
た
請
求
書
・
領
収
書
な
ど

の
書
類
を
保
存
す
る
必
要
が
あ

り
ま
す
。

 さ
あ
！
ネ
ッ
ト
で
申
告
 

　
　
　
　
　
ｅ－

Ｔ
ａ
ｘ

　
ｅ－

Ｔ
ａ
ｘ
は
、
イ
ン
タ
ー

ネ
ッ
ト
に
接
続
し
て
い
る
パ
ソ

コ
ン
が
あ
れ
ば
、
税
務
署
に
出

掛
け
る
こ
と
な
く
、
国
税
に
関

す
る
各
種
手
続
き
を
自
宅
な
ど

か
ら
行
う
こ
と
が
で
き
ま
す
。

①
国
税
庁
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら

　
電
子
申
告

②
添
付
書
類
の
提
出
省
略

③
還
付
金
が
ス
ピ
ー
デ
ィ

④
　
時
間
利
用
可
能
　

２４
※
手
続
き
な
ど
の
詳
し
い
内
容

は
、
ｅ－

Ｔ
ａ
ｘ
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い

h
ttp
://w
w
w
.e-ta
x
.n
ta
.g
o
.jp

問▽
函
館
税
務
署
（
個
人
課
税
第

一
部
門
）

☎
０
１
３
８－

　－

３
７
４
１

３１

▽
役
場
税
務
課

☎
　－

２
２
７
５
碓内 
２
２
６

４２

　
北
海
道
と
松
前
町
で
は
、
給

与
所
得
者
の
利
便
性
を
向
上
す

る
と
共
に
、
地
方
税
法
に
基
づ

く
適
切
な
課
税
と
徴
収
を
行
う

た
め
、
個
人
住
民
税
の
特
別
徴

収
未
実
施
の
事
業
者
の
皆
様
に

特
別
徴
収
の
実
施
を
働
き
か
け

て
お
り
ま
す
。

◎
特
別
徴
収
と
は
　
　
　
　
　

　
給
与
支
払
者
で
あ
る
事
業
主

が
、
給
与
所
得
者
で
あ
る
従
業

員
に
毎
月
支
払
う
給
与
か
ら
個

人
住
民
税
（
町
・
道
民
税
）
を

徴
収
（
天
引
き
）
し
、
従
業
員

の
お
住
ま
い
の
市
町
村
に
納
入

し
て
い
た
だ
く
制
度
で
す
。

◎
特
別
徴
収
の
仕
組
み
　
　
　

①
従
業
員
が
お
住
ま
い
の
市
町

村
へ
給
与
支
払
報
告
書
を
提

出
し
て
い
た
だ
き
ま
す
。

②
市
町
村
が
従
業
員
ご
と
の
個

人
住
民
税
を
計
算
し
、
特
別

徴
収
し
て
い
た
だ
く
税
額
を

事
業
主
の
皆
様
に
お
知
ら
せ

し
ま
す
。（
５
月
　
日
ま
で
）

３１

③
６
月
以
降
毎
月
の
給
与
支
払

の
際
、
税
額
を
徴
収
（
天
引

き
）
し
て
い
た
だ
き
、
翌
月

　
日
ま
で
に
納
入
し
て
い
た

１０だ
き
ま
す
。

◎
メ
リ
ッ
ト
　
　
　
　
　
　
　

①
事
業
主

　
個
人
住
民
税
の
税
額
計
算
は

役
場
税
務
課
で
行
い
ま
す
の
で
、

所
得
税
の
よ
う
に
事
業
主
が
税

額
を
計
算
し
た
り
年
末
調
整
を

す
る
手
間
は
か
か
り
ま
せ
ん
。

②
従
業
員

　
納
付
の
た
め
に
役
場
や
金
融

機
関
へ
出
向
く
手
間
を
省
く
こ

と
が
で
き
る
と
共
に
、
納
め
忘

れ
の
心
配
が
な
く
な
り
ま
す
。

　
ま
た
、
年
　
回
に
分
け
て
徴

１２

収
（
天
引
き
）
さ
れ
ま
す
の
で
、

年
　
回
納
付
書
に
よ
り
収
め
る

１０
場
合
に
比
べ
て
１
回
当
た
り
の

負
担
額
が
少
な
く
て
済
み
ま
す
。

※
地
方
税
法
で
は
原
則
と
し
て
、

所
得
税
を
源
泉
徴
収
し
て
い

る
事
業
主
は
、
特
別
徴
収
義

務
者
と
し
て
従
業
員
の
個
人

住
民
税
を
徴
収
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

口座振替の利用を！
納め忘れなどを無くするために、口座振替の利用をお勧めし
ます。利用される方は、預貯金通帳と印鑑及び納付書を持参
のうえ、町内の金融機関または郵便局へ申し込みください。

場　　所時　　間月　日地区

漁民センター１３：００～１５：００２月２６日昌
建 石

弁 天

　　 お気軽にご利用ください 　　

集合主税出張収納所開設日程

住
民
税（
町
・
道
民
税
）の

特
別
徴
収
に
つ
い
て


